
報告：2018 年度鳴門教育大学小学校英語教育センター主催シンポジウム 
 
鳴門教育大学小学校英語教育センターでは，毎年 10 月に，そのときそのときの小学校英語教育

に関わるテーマを設定し，シンポジウムを開催してきました。2018 年度のシンポジウムは 10 月

13 日（土曜日）の午後に徳島市内のシビックセンターホールにて開催され，103 名の参加者があ

りました。2017 年 3 月に告示された新学習指導要領のもと，小学校中学年において外国語活動

が，高学年において教科としての外国語が， 2020 年度には全面実施されるという背景をふまえ

て，「新学習指導要領を踏まえた小学校外国語教育のあり方」をテーマに，登壇者から，その具体

的な方向性や，事前に準備すべきことや解決すべき課題等についてお話いただき，ご参会の先生

方と一緒に共有することを主旨としました。 
本シンポジウムの基調講演として，文部科学省の直山木綿子先生に「新小学校学習指導要領に

おける外国語教育のあり方を見据えて，今，取り組みたいこと」と題して，お話しいただきまし

た。直山先生は，small talk の実演からはじまり，次期学習指導要領の施行に備え，「言語活動を

通して」の意味の理解，小中高連携の一層の促進，教師の英語力の向上の必要性について，その

ポイントを示されました。詳細については，本誌に掲載の巻頭原稿をご一読ください。 
続いて，新学習指導要領を念頭においた先駆的な取り組みについて，パネルディスカッション

形式で，直山先生をコーディネータに２つの実践報告が行われました（以下の 2 つの実践報告に

関わる記述は，発表者より提出された発表の概要を加筆・修正したものです）。 
まず，福井県勝山市に位置する成器南小学校の北川宇子先生と北郷小学校の平林育美先生より

「児童の「伝えたい」「話したい」を実現するために教師が意識していること」という題目のもと

福井県勝山市の取組みが報告されました。同市では，限られた語彙や表現の中で，児童が「伝え

たいこと」「話したいこと」を英語で表現し合う授業を実現するにはどうしたらよいかという課題

を設定し，それを解決するために「外国語による（領域ごとの）言語活動を通してコミュニケー

ションの素地（基礎）となる資質・能力を育成する授業」の実現を重視し，「外国語教育強化地域

拠点事業」の指定を機に，2014 年度から言語活動を中心に据えた抜本的な授業改善に取り組まれ

ています。同市小学校教員が授業を改善する過程で学ばれた「従来の授業との違い」「目指す授業

の実現のために心掛けること」について，児童や教師の変容とあわせてご報告いただきました。 
次に，徳島県美馬市の江原北小学校の小角総志先生により「新学習指導要領本格実施に向けた

美馬市の外国語教育」という題目のもと，徳島県美馬市の取組みが報告されました。同市では，

2017 年度より教育委員会に外国語教育指導監を置き，その指導のもとで市内の外国語教育の充実

が図られています。それまで ALT に大きく頼ってきた教師の意識を変革し，2020 年度の新学習

指導要領全面実施に向け外国語教育をいっそう充実させるため，同市全体で足並みをそろえた取

組みがなされています。2018 年度からは，アルファベットや聞くことに関する指導を工夫し，指

導内容の充実を図るとともに，すべての小学校で教育委員会が提供する単元計画案・活動案にも

とづく授業を行い，授業に関する市全体での共通理解や教師の負担軽減を実現されています。 
その後，パネリストとフロアとのあいだの質疑応答を通して活発な議論が行われました。 

 最後に，本シンポジウムに登壇いただいた先生方をはじめ，ご参会の先生方に，お忙しい中，

新しい小学校外国語教育について，ともに理解を深め，また，課題を共有していただいたことに，

この場を借りて，心より感謝の意を表します。ありがとうございました。 
（山森 直人） 
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投稿に当たって 
  
１．本紀要への投稿論文は，鳴門教育大学小学校英語教育センター（以下「センター」とする）設立の目

的に沿っていること。  
２．投稿論文は，未公刊のものとし，他所で掲載審査中でないものに限る。  
３．投稿料は無料とする。  
４．投稿資格は，共同執筆者も含めて次の各項のいずれかに該当する者とする。  
（１）本学（附属学校園も含む）の専任教員および大学院生  
（２）小学校での英語教育に関心をもつ国内・国外の学校・大学の教員  
（３）その他，紀要編集委員会が特に認めた者  
５．投稿に際しては，研究論文・実践報告のいずれの範疇で審査を希望するかを別紙「紀要論文審査申込

用紙」（センターＷｅｂページよりダウンロード可）に明記し，投稿論文と一緒に郵送すること。  
６．投稿に際しては，論文を A4 判の上質紙を使用し，ワープロ・パソコンのワープロソフト等で横書き

に作成し，高品質印刷でプリントアウトしたものを３部（１部は正本，２部は査読用に氏名と所属機関名

を伏せたもの）を所定の期日までに提出すること。ページ数は印刷せず，論文右上角に鉛筆で記入する。  
７．第一著者として投稿できる論文の数は，１編とする。ただし，センターが執筆を依頼した特別寄稿論

文を含む場合は，２編までとする。  
８．投稿論文は紀要編集委員会によって審査され，掲載の適否が決定される。  
９．審査結果は，「採用」「条件付き採用」「不採用」の３段階で示され，その結果は投稿者個人宛に通知さ

れる。審査に関する問い合わせは受け付けられない。  
10．「採用」となった場合は，すでに提出されている原稿（執筆要領で詳しく説明）が最終原稿となるため，

電子ファイル（ＦＤ，ＣＤ，メール添付等）のみを所定の期日までに提出すること。「条件付き採用」とな

った場合は，必要な修正等を施した後，高品質でプリントアウトした最終原稿１部と電子ファイルの両方

を所定の期日までに提出すること。  
11．本紀要に掲載された論文の著作権は，著作者に帰属する。  
  ただし，鳴門教育大学に対して，継続的に複製権，公衆送信権を許諾することとする。 
12．論文の公開については，掲載が認められた時点で著者の許諾があったものとして取り扱う。特別な事

情によりＷｅｂページでの公開を許諾できない場合は，理由書を紀要編集委員会に提出し，非公開とする

ことに対して許諾を得るものとする。  
13．個人のＷｅｂページや刊行物等に本紀要に掲載された論文を転載する場合には，事前に紀要編集委員

会の許諾を得なければならない。  
14．投稿論文の締め切り日・送付先等については，センターＷｅｂページを参照のこと。  
  

執筆に当たって 
  
１．使用言語は日本語または英語とする。  
２．論文の長さは，注・引用文献・グラフ・図表等を含めて，A4判用紙10枚とする。グラフ・図表等も

必ず当該頁の中に埋め込むものとする。  
３．論文の構成は，論文題目・氏名・所属・要約・キーワード（３語）・本文・（注）・引用文献・（付録）

の順序とする。なお，論文本文が和文の場合は氏名にローマ字を添えること。  
４． 氏名をローマ字表記する場合の姓名の順序は，母語の表記の順序（例：日本名の場合は YAMADA Taro）
とする。論文本文が英語の場合も同様とする。  
５．使用する文字のサイズは，次の通りとする。和文の場合は，論文題目17ポイント（明朝体，以下同様），

氏名13ポイント，所属機関名，要約・本文・（注）・引用文献等は11ポイントを基準とし，英文の場合は

論文題目18ポイント（Times New Roman，以下同様），氏名14ポイント，所属機関名，英文要約・本文・

（注）・引用文献等12ポイントを基準とする。また，論文題目，要約（タイトル）はボールド（太字）と

する。 
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